
 

公園愛護会通信第 51 号と、鶴見区公園愛護会通信 むさしｖｏｌ．１１ ２０１４ 秋を、送付させていただきます。

また、今回ご紹介いたしました「横浜市市民活動保険のご案内」のピンクのリーフレットを同封させていただきます。ご

不明な点などございましたら、下記公園愛護会等コーディネーター河野までお問い合わせ下さい。 
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今回、横浜市市民活動保険を紹介しました。市民活動 ボランティアをサポートするシステムとして、市民活動保険はあります。 
公園愛護会の活動をされている際に、「ケガをした」「活動に向かう際に転んだ」など万一の事故に対して、ボランティアを安心して

御参加して頂くためのバックアップシステムです。 
事故の発生後の相談は、鶴見区総務課（510-1655）までご相談下さいます様、よろしくお願いいたします。 

a 公園愛護会で活動中にケガをしたら？ 

b 自治会の地域の催しのお手伝い中にケガしたら？ 

c 公園清掃に向かう途中、転んでケガをしてしまったら？ 

 
 
 
横浜市では、ボランティア活動を安心して行えるように横浜市市民活動保険を用意してあります。特に、

加入の手続きは必要ないタイプの保険で、愛護会活動などボランティアに従事した全員が対象になりま

す。a～c のような市民活動中に万一事故が起きた場合は、発生後に所定の手続きが必要となりますが、

保険金が支払われることとなります。 
市民活動保険の対象になるボランティア活動とは、たとえば、赤枠の中の条件となりますが、保険金の

請求の条件に、活動している方を明らかにできる「活動者の名簿」や、「当番表」などが重要となりま

す。催しもの（イベント）などでは、主催者が保険の対象となっており、運営や進行、準備の際に、 
ケガをしたとき保険の対象になりますが、参加者は、保険の対象となっておりません。 
万一事故で保険金請求を行う際に重要なのは、ボランティア活動中だったことがわかることです。 
保険の条件には、活動が、継続的・計画的に行っていること示すことで、残念ながら、今の愛護会活動

報告書は、事後報告書となるため、保険の提出書類に充当できないのが実情です。 
是非！！各公園愛護会にて、名簿や当番表を作成しておかれることを推奨します。万一の時の保険請求

に、活用できることをご理解いただきたく、よろしくお願いします。                                  

公園愛護会等コーディネーターからのお知らせ 

ボランティア活動中のケガや事故を対象として保険！ 


